
 神⽯⾼原レンタルキャンピングカー福⼭駅前店 
 貸渡約款 細則 

 第１条（⽬的） 

 貸渡約款第４０条の細則を本規則により定める。 

 第２条（貸渡料⾦） 

 1. 約款第11条の貸渡料⾦のうち「基本料⾦」について、次のとおり定める。 

 ※１ 貸渡⽇の借受可能時間14時 (午後2時)から、翌⽇の返却可能時間12時(正午)までの利 
 ⽤ 
 ※２ ハイシーズンの期間 
    ・8⽉1⽇〜8⽉31⽇ 
    ・12⽉25⽇〜翌年1⽉10⽇ 

 2.約款第11条の貸渡料⾦のうち「乗捨⼿数料」について、次のとおり定める。 
 乗捨⼿数料の設定は無い。（乗捨てのサービスは無い） 

 3.約款第11条の貸渡料⾦のうち「免責保証制度加⼊料」について、次のとおり定める。 
 次の表中の保険「エコノミー」「レギュラー」「プレミアム」から選択して加⼊する保険 
 料。 
 （必ず加⼊が必要です） 



 4.約款第11条の貸渡料⾦のうち「オプション料⾦」について、次のとおり定める。 
 オプション料⾦の設定は無い。 

 5.約款第11条の貸渡料⾦のうち「燃料代」について、次のとおり定める。 
 返却⽇において当社が定める燃料価格によリ計算する、レンタカー返却時に必要な数量の燃 
 料代。 

 6.約款第11条の貸渡料⾦のうち「配⾞引取料」について、次のとおり定める。 
 配⾞引取料の設定は無い。（配⾞引取のサービスは無い） 

 7.約款第11条の貸渡料⾦のうち「その他の料⾦」について、次のとおり定める。 
 ・ペット同乗クリーニング代 3,000円（消費税込み） 

 第３条（違約⾦） 

 定款第４条４項の違約⾦について、次のとおり定める。 
 ●  利⽤予定期間のレンタカー利⽤料⾦の1.5倍の⾦額。 

 第４条（営業保証⾦） 

 定款３０条２項の営業保証⾦について、次のとおり定める。 

 ●  ⾃⾛にて店舗に返却できた場合、50,000円（消費税込み） 
 ●  ⾃⾛にて店舗に返却不能の場合、100,000円（消費税込み） 


